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特別陳列 

六角氏と永源寺 

平成17年8月27日（土）～10月2日（日） 

 
絹本着色寂室元光像 

 六角氏は、近江源氏の一族佐々木氏の惣領家にあたり、織田信長の近江侵攻に至るまで、近江

中世史の立役者でありつづけました。 

 永源寺は東近江市永源寺高野町に所在する臨済宗永源寺派の大本山です。開山の寂室元光(じゃ

くしつげんこう 1290～1367）は、大陸に参禅ののち各地を遍歴し、71 歳のときに六角氏頼(ろ

っかくうじより 1326～70）と出会います。氏頼の帰依を受け、風光明媚な雷渓の地を献じられ

た寂室は、ここに永源寺を開き、亡くなるまで留まりました。永源寺の名は、氏頼の法名崇永か

ら「永」の字を、近江源氏である六角氏の「源」から名づけたものとも伝えています。 

 中世における永源寺は、時には政治に翻弄される六角氏の余波を受けながらも、寂室の風を伝

える禅刹として、発展を遂げてゆきます。 

本展では、当館寄託の重要文化財永源寺文書を中心に、六角氏頼と寂室元光の交流に始まる中世

の永源寺のありさまを、六角氏との関わりを中心に紹介いたします。 

栗東歴史民俗博物館 
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一
、
林
下
の
人 

寂
室
元
光 

 

寂
室
元
光
（
一
二
九
〇
～
一
三
六
七
）
は
、
美
作
国
（
現
在
の
岡
山
県
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
得
度
し
て
ま
も
な
い
十
五
歳
の
頃
に
は
近
江
国
栗
太
郡
田
上
を
訪
れ
て
、
と
あ
る
僧
が

座
禅
し
て
い
る
姿
を
目
に
し
て
禅
を
志
し
た
と
伝
え
ま
す
。
の
ち
鎌
倉
の
約
翁
徳
倹
ら
に
学

び
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
に
は
大
陸
に
渡
っ
て
中
峰
明
本
、
元
叟
行
端
、
古
林
清
茂
、

清
拙
正
澄
ら
に
参
禅
し
ま
し
た
。 

 

最
初
に
師
資
の
礼
を
と
っ
た
師
の
法
を
嗣
ぐ
と
い
う
当
時
の
風
潮
か
ら
、
寂
室
も
約
翁
徳

倹
の
法
嗣
を
名
乗
り
ま
し
た
。
し
か
し
中
峰
明
本
の
、
終
生
官
寺
へ
の
栄
転
を
固
辞
し
、
幻

住
と
称
し
て
各
地
を
遍
歴
し
、
在
野
を
貫
い
た
生
き
方
は
、
寂
室
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
で
す
。 

 

「
林
下
（
り
ん
か
）」
と
は
、
五
山
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
官
寺
（
叢
林(

そ
う
り
ん)

）
に

出
世
す
る
の
で
な
く
、
官
寺
の
栄
耀)

を
避
け
在
野
を
貫
く
あ
り
か
た
を
い
い
ま
す
。
ま
さ
に

寂
室
の
生
き
方
は
、
中
峰
明
本
に
ま
な
び
「
林
下
」
に
身
を
処
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 

  

１ 

寂
室
元
光
像 

自
賛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

絹
本
著
色 

縦
一
〇
一.

三
㎝ 
横
四
七.

三
㎝ 

南
北
朝
時
代 

 

曲
ロ
ク
に
坐
す
寂
室
の
姿
を
、
右
斜
め
前
方
か
ら
描
く
。
残
念
な
が
ら
傷
み
が
激
し
く
、

相
貌
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
顔
や
手
に
は
細
筆
で
輪
郭
を
と
り
、
衣
は
肥
痩
の
あ
る
墨
線

で
描
い
て
い
る
。 

 

上
部
に
は
賛
が
記
さ
れ
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
寂

室
自
ら
の
筆
跡
と
み
ら
れ
る
。 

 

寂
室
の
師
で
あ
る
約
翁
徳
倹
、
さ
ら
に
約
翁
徳
倹
の
師
で
あ
る
蘭
溪
道
隆
の
画
幅
と
と
も

に
三
幅
対
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。 

 

２ 

開
山
誕
生
慈
父
祝
歌 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
〇.

一
㎝ 

横
四
一.

九
㎝ 

 

「
こ
ま
ほ
う
が
む
ま
れ
（
高
麗
房
の
誕
生
）」
と
題
し
、「
こ
ま
ほ
う
（
高
麗
房
）」
こ
と
寂

室
元
光
の
誕
生
を
祝
い
、
そ
の
父
が
詠
ん
だ
歌
と
伝
え
る
。 

 

正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
五
月
一
五
日
申
の
刻
（
午
後
三
時
か
ら
五
時
頃
）
と
い
う
出
生

日
時
を
詞
書
に
、
わ
が
子
が
末
永
く
健
や
か
に
育
つ
こ
と
を
祈
る
歌
を
三
首
並
べ
て
い
る
。 

 

永
源
寺
第
二
世
弥
天
永
釈
の
編
と
も
伝
え
る
『
寂
室
和
尚
行
状
』
に
よ
る
と
、
父
は
小
野

宮
実
頼
の
子
孫
、
母
は
平
氏
。
母
が
昼
寝
に
、
わ
が
子
が
既
に
産
ま
れ
、
そ
の
身
か
ら
発
す

る
光
が
室
内
を
照
ら
す
の
を
夢
見
て
、
寂
室
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。 

 

３ 

約
翁
徳
倹
像 

自
賛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

絹
本
著
色 

縦
一
一
〇.

一
㎝ 

横
五
二.

四
㎝ 

 

南
北
朝
時
代 

文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
賛 

 

約
翁
徳
倹
（
一
二
四
五
～
一
三
二
〇
）
は
寂
室
の
師
。
寂
室
は
一
六
歳
で
鎌
倉
に
向
か
い
、

約
翁
に
師
事
し
た
。
寂
室
と
出
会
う
前
夜
、
約
翁
は
光
明
が
山
野
を
照
ら
す
夢
を
見
て
、
元

光
の
法
諱
を
与
え
た
と
い
う
。 

 

寂
室
が
一
八
歳
の
と
き
、
重
い
病
に
臥
し
た
師
に
末
期
の
一
句
を
た
ず
ね
、
そ
の
よ
う
な

質
問
が
今
更
出
る
の
は
常
日
頃
か
ら
生
死
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
か
ら
だ
と
、
約
翁
に
一

発
殴
ら
れ
て
悟
っ
た
。 

 

上
方
の
賛
は
約
翁
が
七
五
歳
の
と
き
、
心
鏡
大
師
の
求
め
に
応
じ
て
自
ら
記
し
た
も
の
。

画
は
全
体
に
大
ら
か
な
が
ら
、
厳
し
い
眼
差
し
を
見
せ
て
い
る
。 

 
４ 
三
千
仏
名
経       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

三
巻 

紙
本
墨
書 

縦
二
三.

七
㎝ 

南
北
朝
時
代 

 

過
去
、
現
在
、
未
来
に
出
現
す
る
と
さ
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
千
に
わ
た
る
仏
の
名
を
連
ね
た

も
の
。
何
度
に
も
分
け
て
書
き
継
い
だ
よ
う
で
、
場
所
に
よ
っ
て
字
の
大
き
さ
や
崩
し
具
合



  
 
 
 

- 3 - 

に
か
な
り
の
差
が
あ
る
。ま
た
誤
字
や
書
き
飛
ば
し
た
部
分
な
ど
に
は
校
正
を
加
え
て
あ
る
。 

 
奥
書
や
署
名
等
は
存
在
し
な
い
が
、
若
い
頃
の
勉
学
時
代
の
寂
室
の
筆
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
。 

 

５ 

足
利
義
詮
公
帖 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    

一
通    

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
三.

一
㎝ 

横
四
三.

八
㎝ 

 

康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
二
月
一
七
日
付 

 

本
状
は
同
年
二
月
一
五
日
付
け
の
後
光
厳
天
皇
か
ら
の
綸
旨
を
う
け
て
、
京
都
の
天
龍
寺

の
住
持
を
命
じ
る
。
天
龍
寺
は
当
時
、
五
山
の
中
で
も
二
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
と
き
寂
室
七
三
歳
。
前
年
に
、
六
角
氏
頼
か
ら
の
寄
進
を
う
け
て
、
雷
渓
に
永
源
寺

を
開
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
綸
旨
の
文
面
に
も
「
早
く
雷
渓
の
幽
栖
を
辞
し
、
亀
山
（
＝

天
龍
寺
）
の
禅
刹
に
入
り
て
叢
林
の
軌
範
を
紹
隆
せ
し
め
、
邦
家
（
＝
国
家
）
の
安
泰
を
祈

り
奉
る
べ
し
」
と
あ
る
。 

 

６ 

足
利
義
詮
公
帖 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

一
通   

重
要
文
化
財 
永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
二.
九
㎝ 

横
四
四.

四
㎝ 

 

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
正
月
三
〇
日
付 

 

天
龍
寺
に
ひ
き
つ
づ
き
、
翌
年
に
は
五
山
の
ト
ッ
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
建
長
寺
の

住
持
を
任
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

文
面
に
「
師
跡
の
再
興
を
専
ら
に
せ
ら
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
建
長
寺
の
開
山
蘭
溪
道
隆

は
、
寂
室
が
師
事
し
た
約
翁
徳
倹
の
師
で
、
寂
室
に
と
っ
て
も
師
匠
筋
に
あ
た
る
。
寂
室
は

幕
府
か
ら
の
使
者
を
避
け
て
伊
勢
に
赴
き
、
ほ
と
ぼ
り
が
さ
め
て
の
ち
永
源
寺
に
戻
っ
た
。 

  

７ 

足
利
義
詮
公
帖 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

一
通    

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
三.

二
㎝ 

横
四
四.

三
㎝  

 

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
七
月
九
日
付 

 

寂
室
の
生
涯
最
初
の
公
帖
。
室
町
幕
府
二
代
将
軍
足
利
義
詮
か
ら
、
当
時
六
一
歳
で
あ
っ

た
寂
室
に
対
し
て
、
相
模
国
長
勝
寺
の
住
持
を
任
命
す
る
。 

 

当
時
諸
山
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
長
勝
寺
は
、
寂
室
の
師
約
翁
徳
倹
を
開
山
と
す
る
。「
門

徒
の
吹
挙
を
守
り
、
執
務
せ
ら
る
べ
き
」
と
の
文
面
か
ら
は
、
寺
側
の
推
薦
を
う
け
て
の
こ

と
か
と
も
み
ら
れ
る
が
、
寂
室
は
住
持
に
就
任
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

         

 

●
足
利
義
詮
公
帖 

―
寂
室
へ
の
官
寺
住
持
任
命
― 

公
帖
と
は
、
五
山
を
は
じ
め
と
す
る
官
寺
の
住
持
を
任
命
す
る
命
令
書
の
こ
と
。 

官
寺
は
格
上
か
ら
五
山
、
十
刹
、
諸
山
と
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
る
。
寂
室
は
、
生
涯
に
四
度

に
わ
た
っ
て
公
帖
を
下
さ
れ
た
が
、
一
度
も
就
任
に
応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

永
源
寺
文
書
に
は
寂
室
が
室
町
幕
府
二
代
将
軍
足
利
義
詮
か
ら
下
さ
れ
た
公
帖
が
三
通
伝

わ
っ
て
い
る
。 

 

【
寂
室
へ
の
住
持
任
命
】 

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
） 

六
一
歳 

相
模
国
長
勝
寺 

  

…
諸
山
の
う
ち 

文
和
元
年
（
一
三
五
二
） 

六
三
歳 

豊
後
国
万
寿
寺 

  

…
十
刹
の
う
ち 

康
安
二
年
（
一
三
六
二
） 

七
三
歳 

天
龍
寺 

 
 
 
 
 

…
五
山
の
う
ち
（
第
二
位
） 

康
治
二
年
（
一
三
六
三
） 

七
四
歳 

建
長
寺 

 
 
 
 
 

…
五
山
の
う
ち
（
第
一
位
） 
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二
、
六
角
氏
頼
と
の
出
会
い
と
永
源
寺
の
開
創 

帰
国
後
各
地
を
遍
歴
し
て
い
た
寂
室
は
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）、
六
角
氏
の
本
拠
地
観

音
寺
城
に
程
近
い
桑
実
寺
に
お
い
て
六
角
氏
頼
（
一
三
二
六
～
七
〇
）
と
出
会
い
ま
す
。
時

に
寂
室
七
十
一
歳
、
氏
頼
三
十
四
歳
の
こ
と
で
し
た
。 

 

寂
室
に
帰
依
し
た
氏
頼
は
、
寂
室
に
と
ど
ま
る
べ
き
地
を
献
じ
よ
う
と
奥
島
（
近
江
八
幡

市
島
町
）
と
雷
渓
（
東
近
江
市
永
源
寺
高
野
町
）
を
候
補
に
挙
げ
、
寂
室
は
雷
渓
の
地
を
選

ん
で
永
源
寺
を
開
き
ま
し
た
。
寺
の
名
は
、
氏
頼
の
法
名
崇
永
か
ら
「
永
」
を
、
近
江
源
氏

の
本
流
六
角
氏
か
ら
「
源
」
を
と
っ
て
名
づ
け
た
と
い
い
ま
す
。
愛
知
川
上
流
の
涼
や
か
な

流
れ
に
険
し
い
山
々
が
迫
る
雷
渓
の
景
観
は
、
理
想
の
幽
邃
の
地
と
し
て
ま
さ
に
寂
室
の
心

に
適
う
も
の
で
し
た
。 

 

鎌
倉
時
代
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
禅
は
、
や
が
て
各
地
の
守
護
や
御
家
人
た
ち
ま
で
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
、
大
陸
へ
の
留
学
経
験
を
も
つ
禅
僧
た
ち
も
多
く
守
護
の
氏
寺
な
ど
の
住
持

と
な
り
ま
し
た
。
中
峰
明
本
を
倣
っ
て
独
立
不
羈
の
禅
を
め
ざ
し
た
寂
室
で
す
が
、
永
源
寺

に
留
ま
り
続
け
た
こ
と
に
は
、
氏
頼
と
の
交
流
の
深
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。 

  
 ８ 

寂
室
録        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
冊
の
う
ち 

版
本 

縦
二
八.

七
㎝ 
横
一
九.

四
㎝ 

江
戸
時
代 

 

『
寂
室
録
』
は
寂
室
に
よ
る
詩
文
を
収
め
た
も
の
。 

 

本
資
料
は
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
、
巻
末
に
は
永
源
寺
の
中
興
一
絲
文
守
に
よ
る
『
江
州

永
源
寺
開
山
円
応
禅
師
行
状
』
が
付
せ
ら
れ
る
。（
展
示
ペ
ー
ジ
は
『
江
州
永
源
寺
開
山
円
応

禅
師
行
状
』
の
う
ち
） 

 

康
安
元
年
正
月
一
八
日
、
は
じ
め
て
雷
渓
を
訪
れ
た
寂
室
は
「
林
渓
幽
邃
頗
愜
野
情
」（
林

が
間
近
ま
で
せ
ま
っ
た
渓
谷
の
奥
深
く
物
静
か
な
あ
り
さ
ま
は
、
た
い
へ
ん
快
く
野
趣
に
と

む
（『
寂
室
録
』））
と
い
う
景
観
を
見
て
、
こ
こ
に
留
ま
る
こ
と
を
決
め
た
。 

 
 

９ 

寂
室
元
光
墨
蹟 

寺
号
「
永
源
寺
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
三.

四
㎝ 

横
八
三.

八
㎝ 

南
北
朝
時
代 

 

寂
室
の
筆
に
な
る
永
源
寺
の
寺
号
。
素
直
で
伸
び
や
か
な
筆
致
を
見
せ
る
。
ほ
か
に
山
号

「
飯
高
山
」「
瑞
石
山
」
の
掛
幅
も
伝
来
す
る
。 

 

永
源
寺
の
名
は
、
こ
の
雷
渓
の
地
を
寂
室
に
献
じ
た
六
角
氏
頼
の
法
諱
「
崇
永
」
よ
り
「
永
」

の
字
を
、
ま
た
六
角
氏
が
源
氏
の
流
れ
を
引
く
こ
と
か
ら
「
源
」
の
字
を
取
っ
て
名
づ
け
た

と
伝
え
る
。
永
源
寺
は
そ
の
根
本
と
な
る
寺
の
名
よ
り
、
六
角
氏
頼
と
の
深
い
か
か
わ
り
を

伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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永
源
寺
境
致
図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
巻 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

縦
三
五.

五
㎝ 

横
七
七.

九
㎝ 

江
戸
時
代 

永
源
寺
の
境
内
と
そ
の
周
辺
の
様
子
を
描
く
。
巻
首
側
（
向
か
っ
て
右
）
が
愛
知
川
上
流
の

東
で
あ
る
。
境
内
に
は
現
在
の
法
堂
に
あ
た
る
「
済
世
法
王
殿
」
を
中
心
に
、
そ
の
向
か
っ

て
右
に
寂
室
の
墓
所
で
あ
る
「
大
寂
塔
」、
寂
室
が
亡
く
な
っ
た
含
空
台
に
ち
な
む
「
含
空
院
」

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
済
世
法
王
殿
」
あ
た
り
か
ら
川
岸
に
下
る
と
、
応
仁
の
乱
を
避
け
た

横
川
景
三
ら
が
訪
れ
た
、
今
は
な
き
「
錦
藍
亭
」
も
見
え
る
。 

 

こ
れ
ら
の
景
観
は
、
中
興
一
絲
文
守
の
後
を
継
い
だ
如
雪
文
岩
の
頃
、
境
内
の
復
興
が
一

段
落
し
た
一
七
世
紀
半
ば
の
永
源
寺
の
様
子
を
描
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 
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寂
室
元
光
消
息 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

縦
三
〇
.
八
㎝ 

横
八
二
.
七
㎝ 

二
月
一
九
日
付 

 

京
都
天
龍
寺
の
塔
頭
に
名
を
残
す
華
蔵
寺
の
黙
翁
妙
誡
に
あ
て
た
消
息
。
黙
翁
は
夢
窓
疎

石
の
弟
子
で
、
宮
中
な
ど
に
も
顔
が
広
か
っ
た
。 
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文
中
の
「
佐
々
木
」
は
氏
頼
を
指
す
。
近
頃
耳
に
し
た
う
わ
さ
（
具
体
的
に
何
を
指
す
か

は
不
明
）
に
つ
い
て
、
信
用
に
は
足
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し
事
実
な
ら
ば
驚
き

な
の
で
、
真
偽
の
ほ
ど
を
確
か
め
、
諏
訪
殿
と
相
談
の
上
、
な
に
ご
と
も
な
く
落
ち
着
い
た

な
ら
ば
あ
り
が
た
く
思
う
と
述
べ
て
い
る
。 

 

寂
室
か
ら
黙
翁
へ
の
手
紙
は
ほ
か
に
も
知
ら
れ
る
。
寂
室
に
と
っ
て
黙
翁
は
、
色
々
相
談

を
持
ち
か
け
た
り
も
す
る
よ
う
な
、
信
頼
し
た
相
手
だ
っ
た
。 

  
 

     

三
、
寂
室
の
遺
徳
を
慕
う
人
々 

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
九
月
一
日
、
寂
室
元
光
は
永
源
寺
山
内
の
含
空
台
に
お
い
て
七

八
歳
の
生
涯
を
と
じ
ま
す
。
死
に
臨
ん
で
記
し
た
遺
誡
（
弟
子
た
ち
に
遺
し
与
え
る
誡
め
）

で
は
、
冒
頭
か
ら
「
宜
し
く
須
ら
く
林
下
に
迹
を
晦
ま
し
、
火
種
刀
耕
し
て
一
生
を
終
え
ん

こ
と
を
図
る
べ
き
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
六
角
氏
頼
の
庇
護
を
あ
り
が
た
く
受
け
、
永
源

寺
に
住
し
な
が
ら
も
、
林
下
と
し
て
の
在
り
よ
う
を
心
に
刻
ん
だ
寂
室
の
面
目
躍
如
た
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
永
源
寺
の
あ
る
熊
原
の
地
を
氏
頼
に
還
し
、
建
物
は
地
元
高
野
村

の
父
老
に
与
え
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
そ
れ
が
固
辞
さ
れ
た
な
ら
ば
、
老
成
し

た
僧
を
迎
え
て
存
続
さ
せ
て
も
よ
い
と
し
て
、
周
囲
か
ら
望
ま
れ
て
寺
が
続
い
て
ゆ
く
こ
と

は
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

六
角
氏
頼
は
、
寂
室
の
死
の
翌
年
と
み
ら
れ
る
書
状
（『
近
江
愛
知
郡
志
』
所
収
）
で
、
寺

内
で
よ
く
相
談
し
て
後
継
の
住
持
を
決
め
、
末
永
く
寺
を
存
続
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
に
と
書
き

送
り
、永
源
寺
の
存
続
を
願
い
ま
し
た
。寺
で
は
二
世
住
持
と
な
っ
た
弥
天
永
釈
を
中
心
に
、

寂
室
の
高
弟
た
ち
が
永
源
寺
の
基
礎
を
築
い
て
い
き
ま
し
た
。 

12 

寂
室
元
光
遺
誡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

縦
三
五
.
五
㎝ 

横
七
七
.
九
㎝ 

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
） 

 

遺
誡
は
、
弟
子
た
ち
に
遺
し
与
え
る
最
後
の
誡
め
。
自
ら
を
簡
単
に
埋
葬
し
た
後
は
、
永

源
寺
の
あ
る
熊
原
の
地
を
氏
頼
（
太
守
）
に
還
し
、
永
源
寺
の
建
物
は
地
元
高
野
村
に
付
与

し
、
弟
子
た
ち
は
各
々
「
林
下
」
に
散
じ
去
れ
と
述
べ
て
い
る
。 

 

寂
室
に
と
っ
て
永
源
寺
に
住
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
氏
頼
と
の
個
人
的
な
関
係
に
基

づ
い
た
一
時
的
な
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
「
林
下
」
と
し
て
の
在
り
よ
う
を
枉
げ
て
権
門

の
支
援
で
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
、
寂
室
の
死
に
よ
り
二
人
の
関
係
が
消
滅
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
う
諸
々
の
し

が
ら
み
を
清
算
し
、
弟
子
た
ち
に
は
今
ま
で
ど
お
り
林
下
と
し
て
の
あ
り
方
を
実
践
し
続
け

る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

13 

寂
室
元
光
遺
偈 

 
                                        

 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

縦
三
四
.
八
㎝ 

横
七
七
.
三
㎝ 

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
） 

 

遺
偈
は
高
僧
の
辞
世
の
偈
（
詩
文
）
で
、
一
生
を
総
括
し
、
人
格
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
重
視
さ
れ
た
。 

 

冒
頭
の
二
行
は
、
背
後
に
飯
高
山
が
迫
り
、
目
前
に
愛
知
川
が
流
れ
る
永
源
寺
の
様
子
を

詠
む
。
続
く
二
行
に
は
『
涅
槃
経
』
か
ら
、
釈
迦
の
死
に
間
に
合
え
な
か
っ
た
弟
子
迦
葉
に

対
し
て
、
釈
迦
が
棺
か
ら
両
足
を
出
し
慈
悲
を
見
せ
た
と
い
う
故
事
（
鶴
林
双
趺
）、
禅
の
祖

達
磨
が
、
没
後
、
埋
葬
の
地
で
あ
る
熊
耳
か
ら
片
足
の
靴
だ
け
を
持
っ
て
故
郷
イ
ン
ド
に
戻

り
、
も
う
片
方
の
靴
が
熊
耳
に
残
さ
れ
た
と
い
う
故
事
（
熊
耳
隻
履
）
に
触
れ
る
。
そ
し
て

最
後
に
は
、一
切
は
空
か
も
し
れ
な
い
が
、空
の
華
は
や
は
り
空
の
実
を
結
ぶ
の
だ
と
し
て
、

す
べ
て
を
幻
と
突
き
放
し
つ
つ
も
、
決
し
て
虚
し
い
も
の
と
は
し
て
い
な
い
。 

 

末
期
の
震
え
る
手
で
書
か
れ
、
自
ら
を
「
亡
僧
」
と
す
る
こ
と
に
は
、
寂
室
の
覚
悟
が
見

て
取
れ
る
。
九
月
一
日
は
ま
さ
に
寂
室
の
亡
く
な
っ
た
日
で
あ
り
、
こ
の
遺
偈
を
書
い
た
後
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に
寂
室
は
息
を
引
き
取
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。 

 

14 
永
源
寺
開
山
祭
文 

月
心
慶
円
筆  

 
                          

 

一
幅 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

縦
二
八
.
九
㎝ 

横
五
九
.
八
㎝ 

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
九
月
二
日 

 

寂
室
の
死
の
翌
日
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
作
ら
れ
た
祭
文
。
寂
室
の
行
い
が
潔
く
、
博
学
で

あ
っ
た
こ
と
、
名
利
を
断
っ
て
山
林
に
隠
れ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
、
そ
の
再
来
を
願
っ
て
い

る
。 

 

寂
室
と
、月
心
慶
円
の
師
で
あ
る
月
翁
元
規
は
、約
翁
徳
倹
に
共
に
参
じ
た
仲
で
あ
っ
た
。

月
心
は
大
陸
に
学
ん
だ
後
、
美
濃
定
林
寺
、
建
長
寺
、
建
仁
寺
、
南
禅
寺
な
ど
を
歴
住
し
て

お
り
、
寂
室
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。 

 
 15 

弥
天
永
釈
開
山
塔
頭
燈
油
田
寄
進
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
二
月
二
八
日
付
け 

 

弥
天
永
釈
（
～
一
四
〇
六
）
は
寂
室
の
高
弟
で
、
永
源
寺
第
二
世
住
持
と
な
っ
た
。
本
状

は
、
寂
室
が
亡
く
な
っ
て
一
一
年
を
経
た
永
和
四
年
に
、
寂
室
の
塔
頭
に
対
し
て
田
地
二
か

所
の
得
分
を
、
燈
火
の
財
源
の
名
目
で
寄
進
し
た
も
の
。 

 

な
お
、
こ
の
前
年
に
は
、
寂
室
の
墓
所
を
ま
も
る
塔
頭
と
し
て
、
一
渓
純
に
よ
っ
て
考
槃

庵
が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
状
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
や
は
り
寂
室
の
高
弟
で
あ

る
霊
仲
禅
英
か
ら
も
考
槃
庵
へ
の
寄
進
が
あ
り
、
翌
年
の
寂
室
一
三
回
忌
を
目
処
と
し
て
、

整
備
が
進
む
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

16 

霊
仲
禅
英
永
源
開
山
和
尚
御
影
長
燈
料
足
寄
進
状               

      

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
二
月
二
九
日
付
け 

 

永
源
寺
開
山
寂
室
の
卵
塔
（
墓
）
の
前
に
と
も
す
燈
火
の
財
源
と
し
て
、
四
ヶ
所
の
得
分

を
寄
進
す
る
。
宛
先
の
考
槃
庵
主
と
は
、
前
年
に
寂
室
の
墓
所
を
ま
も
る
た
め
考
槃
庵
を
開

創
し
た
一
渓
純
で
あ
る
。 

 

霊
仲
禅
英
（
一
三
三
〇
～
一
四
一
〇
）
は
寂
室
の
高
弟
で
、
の
ち
に
永
源
寺
第
四
世
と
な

っ
て
い
る
。 

 

17 

永
源
寺
開
山
十
三
回
忌
法
語 

月
心
慶
円
筆  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
幅 

重
要
文
化
財 

紙
本
墨
書 

第
一
幅 

縦
五
四
.
〇
㎝ 

横
七
七
.
四
㎝
（
右
） 

第
二
幅 

縦
五
四
.
〇
㎝ 

横
七
七
.
七
㎝
（
左
） 

康
暦
元
年
（
一
三
七
九
） 

 

康
暦
元
年
九
月
一
日
に
行
わ
れ
た
寂
室
の
一
三
回
忌
の
法
語
。第
一
幅
目
の
二
行
目
に「
真

像
点
眼
安
座
」、
五
行
目
に
「
円
応
禅
師
（
＝
寂
室
）
即
今
再
来
了
」
と
あ
る
と
お
り
、
一
三

回
忌
で
は
塑
像
寂
室
元
光
像
（
現
存
、
重
要
文
化
財
）
の
開
眼
供
養
が
併
せ
て
行
わ
れ
た
。 

 

寂
室
の
死
の
翌
日
に
、
寂
室
の
再
来
を
願
う
祭
文
を
記
し
た
月
心
慶
円
の
筆
に
な
る
。
整

然
と
記
さ
れ
た
祭
文
に
対
し
、
こ
の
法
語
の
や
や
傾
き
歪
ん
だ
書
体
か
ら
は
、
一
〇
余
年
の

年
月
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 
 

 

18 

塑
像
寂
室
元
光
像
納
入
品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
括 

重
要
文
化
財 

 

康
安
元
年
（
一
三
七
九
）
の
寂
室
の
一
三
回
忌
で
開
眼
供
養
さ
れ
た
、
塑
像
寂
室
元
光
像

に
納
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

銅
製
経
筒
の
ほ
か
、
法
華
経
や
華
厳
経
、
般
若
心
経
、
阿
弥
陀
経
な
ど
の
経
典
や
陀
羅
尼

を
書
写
し
て
一
巻
と
な
し
た
も
の
、
印
仏
や
名
号
な
ど
か
ら
な
る
。
経
典
中
に
は
弥
天
永
釈

や
霊
仲
禅
英
、
永
果
、
行
岩
、
聖
岩
、
曇
讖
、
永
哲
、
徳
林
、
昌
覚
、
禅
悦
、
崇
高
、
永
顔
、

曇
猷
、
思
賢
、
元
猷
、
曇
竹
と
い
っ
た
弟
子
の
名
が
み
え
、
残
さ
れ
た
年
記
は
応
安
五
年
（
一

三
七
二
）
か
ら
同
七
年
（
一
三
七
四
）
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
の
年
記
か
ら
推
測
を
め
ぐ
ら
せ
ば
、

寂
室
の
没
後
五
年
経
っ
た
頃
に
は
、
す
で
に
寂
室
像
の
造
像
に
む
け
て
の
動
き
が
あ
っ
た
か

と
も
み
ら
れ
る
。 
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19 

永
源
寺
住
持
僧
衆
并
聖
教
等
制
法
案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

明
徳
四
年
（
一
三
九
二
）
二
月
一
一
日
付 

 

主
だ
っ
た
寂
室
の
弟
子
九
人
が
連
署
す
る
こ
の
制
法
（
掟
書
）
は
、
道
を
わ
き
ま
え
た
僧

を
住
持
と
す
る
こ
と
、
だ
ら
だ
ら
と
寺
に
滞
在
し
続
け
ず
幻
住
遍
歴
を
旨
と
す
る
こ
と
、
寺

内
に
は
仏
典
以
外
を
お
か
ず
、
世
俗
の
典
籍
を
見
る
こ
と
は
許
さ
な
い
こ
と
を
衆
議
に
よ
っ

て
決
定
し
た
と
記
し
、
こ
れ
を
守
ら
な
い
も
の
は
寂
室
の
徒
弟
で
は
な
い
と
強
い
調
子
で
述

べ
て
い
る
。 

 

将
軍
の
祈
願
所
と
な
り
寺
領
も
安
堵
さ
れ
、
社
会
的
経
済
的
基
盤
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
状
況

下
に
あ
っ
て
も
、
寺
の
存
続
は
あ
く
ま
で
も
寂
室
が
遺
誡
の
と
お
り
、
林
下
幻
住
の
僧
た
ち

の
修
行
の
場
と
し
て
な
の
だ
、
と
い
う
弟
子
達
の
思
い
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

●
〝
寂
室
の
滞
在
所
〟
か
ら
、
〝
永
続
的
な
寺
〟
へ 

 

当
初
の
永
源
寺
は
あ
く
ま
で
も
〝
寂
室
の
寺
〟
で
あ
っ
た
。
寂
室
の
生
前
、
永
源
寺
を
訪

れ
た
者
の
多
く
が
寂
室
目
当
て
で
あ
り
、
ま
た
初
期
に
お
け
る
寺
領
寄
進
の
多
く
が
、
寂
室

へ
の
帰
依
や
師
弟
関
係
な
ど
に
基
づ
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
現
存
す
る
文
書
を
見
る
限
り
、
こ
れ
は
や
が
て
一
般
的
な
寄
進
や
買
得
へ
と
明

ら
か
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
時
期
や
状
況
は
、
あ
た
か
も
寂
室
の
十
三
回
忌
を
経
て
、
寂

室
の
存
在
が
次
第
に
抽
象
的
な
意
味
で
“
開
山
”
に
昇
華
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
合
致
す
る
よ

う
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
永
源
寺
が
〝
六
角
氏
頼
の
招
請
に
よ
り
寂
室
が
滞
在
す
る
一
時
的

か
つ
私
的
な
庵
〟
か
ら
、
〝
寂
室
を
開
山
と
し
、
経
済
的
基
盤
を
有
し
、
公
的
に
も
存
在
が

認
め
ら
れ
た
、
永
続
を
前
提
と
し
た
法
人
的
存
在
と
し
て
の
寺
〟
に
性
格
を
変
貌
さ
せ
て
ゆ

く
過
程
で
も
あ
っ
た
。 

 
 

 

寂
室
の
没
し
た
永
源
寺
山
内
の
含
空
院
に
は
、
没
後
十
年
に
し
て
考
槃
庵
（
寂
室
の
塔
所
。

の
ち
将
軍
足
利
義
持
の
命
名
に
よ
っ
て
含
空
院
と
な
る
。
独
自
の
寺
領
を
持
ち
、
山
上
六
ケ

寺
の
ひ
と
つ
）
が
開
創
さ
れ
、
十
三
回
忌
に
は
塑
造
寂
室
像
の
開
眼
に
至
る
。 

 

ま
た
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
に
は
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
に
よ
っ
て
永
源
寺

が
祈
願
所
と
な
さ
れ
、
寺
領
も
安
堵
を
う
け
た
。
永
源
寺
は
こ
の
時
ま
で
に
か
な
り
ま
と
ま

っ
た
寺
領
を
形
成
し
て
い
た
が
、
義
満
の
祈
願
所
化
と
寺
領
安
堵
は
、
い
わ
ば
そ
の
永
源
寺

の
存
在
と
寺
領
に
対
し
て
、
公
の
承
認
を
与
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
押

領
排
除
、
守
護
不
入
、
諸
役
免
除
と
い
っ
た
、
室
町
幕
府
に
よ
る
永
源
寺
と
そ
の
寺
領
の
保

護
政
策
が
始
ま
る
。 
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【
図
１
】
永
源
寺
文
書
に
見
る
初
期
の
寺
領 
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四
、
六
角
氏
の
支
援
と
永
源
寺
の
発
展 
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六
角
崇
永
寺
領
寄
進
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
九
月
二
日
付 

 

崇
永
は
六
角
氏
頼
の
法
名
。
永
源
寺
は
氏
頼
が
寂
室
に
雷
渓
の
地
を
寄
進
し
た
こ
と
に
よ

り
開
創
さ
れ
て
い
る
が
、
本
状
は
永
源
寺
へ
の
寺
領
寄
進
状
と
し
て
最
も
古
い
。
ま
た
本
状

で
寄
進
さ
れ
て
い
る
熊
原
村
は
、
ま
さ
に
永
源
寺
の
あ
る
辺
り
で
あ
る
。 

 

の
ち
寂
室
は
自
ら
の
遺
誡
（
弟
子
ら
に
与
え
る
遺
言
）
の
中
で
、
熊
原
の
地
は
太
守
（
氏

頼
）
に
返
す
よ
う
の
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
本
状
に
あ
る
熊
原
村
に
あ
た
る
だ
ろ

う
。 
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近
衛
良
嗣
寺
領
寄
進
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
一
二
月
二
九
日
付 

 

「
近
衛
大
納
言
」
の
意
を
う
け
、
柿
御
園
内
熊
原
村
を
永
源
寺
に
寄
進
す
る
と
の
内
容
。

「
近
衛
大
納
言
」
と
は
当
時
一
二
歳
で
あ
っ
た
近
衛
良
嗣
（
一
三
八
二
～
一
四
五
四
）
で
、

良
嗣
は
の
ち
応
永
一
五
年
に
は
関
白
と
な
っ
て
い
る
。 

 

柿
御
園
は
近
衛
家
が
代
々
伝
え
て
き
た
荘
園
の
ひ
と
つ
。
熊
原
村
は
既
に
近
江
守
護
六
角

氏
頼
に
よ
り
康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
に
永
源
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
が
、
本
状
に
よ
っ
て

荘
園
領
主
か
ら
も
寄
進
を
う
け
た
こ
と
に
な
る
。守
護
と
荘
園
領
主
双
方
の
承
認
を
受
け
て
、

熊
原
村
は
永
源
寺
領
と
し
て
い
っ
そ
う
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。 
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足
利
義
満
御
判
御
教
書 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
三
月
五
日
付 

 

前
年
の
近
衛
良
嗣
に
よ
る
柿
御
園
内
熊
原
村
の
寄
進
を
う
け
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利

義
満
が
、
熊
原
村
を
永
源
寺
の
所
領
と
し
て
認
め
て
い
る
。 

23 

室
町
将
軍
家
御
教
書 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
五
月
三
日
付 

 

管
領
斯
波
義
将
（
左
衛
門
佐
）
か
ら
近
江
守
護
六
角
満
高
（
佐
々
木
備
中
守
）
に
宛
て
た

管
領
施
行
状
。同
年
五
月
三
日
付
け
で
出
さ
れ
た
将
軍
足
利
義
満
の
御
判
御
教
書
を
う
け
て
、

き
ち
ん
と
熊
原
村
が
永
源
寺
に
領
掌
さ
れ
る
よ
う
守
護
に
伝
達
し
て
い
る
。 
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六
角
満
高
書
下  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

明
徳
五
年
（
一
三
九
四
）
七
月
四
日
付 

 

六
角
満
高
（
一
三
六
九
～
一
四
一
六
）
は
、
永
源
寺
の
開
創
に
尽
力
し
た
六
角
氏
頼
の
息

子
で
、
氏
頼
の
亡
く
な
る
前
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
後
世
、
満
高
の
誕
生
は
永
源
寺
の
本
尊

観
世
音
菩
薩
の
利
益
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
話
が
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
。 

 

本
状
は
、
近
江
国
内
の
永
源
寺
領
に
つ
い
て
、
臨
時
課
役
を
免
除
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。

当
時
、
満
高
は
近
江
守
護
の
立
場
に
あ
っ
た
。 
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冨
塚
曇
瓊
田
上
中
庄
下
司
・
公
文
職
等
寄
進
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
六
月
五
日
付 

 

冨
塚
曇
瓊
が
代
々
伝
え
て
き
た
田
上
中
庄
の
下
司
・
公
文
の
両
職
と
、
田
上
牧
庄
内
の
在

家
一
〇
箇
所
を
、
寂
室
と
の
「
師
資
の
儀
」（
子
弟
関
係
）
に
基
づ
き
塔
頭
経
営
の
財
源
と
し

て
寄
進
す
る
。
田
上
中
庄
、
牧
庄
は
い
ず
れ
も
現
在
の
大
津
市
域
に
あ
た
る
。 

 

末
尾
に
、
後
々
の
証
明
の
た
め
と
し
て
花
押
が
据
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
六
角
氏
頼
に
よ

る
も
の
で
、
近
江
守
護
と
し
て
寄
進
状
の
有
効
性
を
保
障
し
て
い
る
。
寂
室
へ
の
帰
依
の
広

が
り
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
寄
進
の
背
景
に
氏
頼
の
後
見
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。 
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冨
塚
曇
瓊
田
上
中
庄
牧
庄
田
地
在
家
寄
進
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

一
通 

 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
一
一
月
一
五
日
付 

 

先
に
寄
進
し
た
田
上
中
庄
の
下
司
公
文
職
に
関
わ
る
得
分
や
田
上
牧
庄
内
在
家
一
〇
所
の

内
訳
を
具
体
的
に
示
し
、
さ
ら
に
加
え
て
田
上
中
庄
内
の
田
四
段
、
田
上
牧
庄
内
の
在
家
四

か
所
を
寄
進
す
る
。 

 

冨
塚
曇
瓊
は
、
翌
貞
治
六
年
に
も
田
上
中
庄
と
同
牧
庄
内
の
名
田
を
寄
進
し
て
お
り
、
初

期
に
お
け
る
永
源
寺
の
支
援
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。 

 

裏
面
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
裏
打
ち
等
の
た
め
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
や
は
り
六
角
氏
頼
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

                   

（
２
）
第
二
次
六
角
征
伐
と
そ
の
後
の
混
乱
か
ら
、 

                       

戦
国
大
名
六
角
氏
の
覇
権
確
立
ま
で 

…
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」 

 

室
町
幕
府
か
ら
の
指
示
は
、
や
が
て
室
町
幕
府
の
実
務
担
当
者
で
あ
る
奉
行
人
が
連

名
で
命
令
を
下
達
す
る
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」
の
形
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。（
１
）
か
ら
（
２
）
へ
の
変
化
は
、
将
軍
親
政
や
管
領
に
よ
る
幕
政
運
営
か
ら
徐
々

に
奉
行
人
体
制
に
変
化
す
る
、
室
町
幕
府
の
政
治
構
造
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
い

え
、
永
源
寺
文
書
中
の
初
見
は
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
含
空
院
領
伊
勢
国
守
忠
名

に
対
し
押
領
停
止
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
永
源
寺
文
書
に
つ
い
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
明
ら
か
な
画
期
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
や
は
り
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
は
じ
ま
る
一
〇
代
将
軍
足
利
義
材
の
第
二
次

六
角
氏
討
伐
で
あ
る
。
同
年
八
月
の
将
軍
の
近
江
出
陣
と
近
江
国
の
「
御
料
国
」（
将
軍

直
轄
国
）
化
以
来
、「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」
が
立
て
続
け
に
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
義
材
が
失
脚
し
た
後
も
、
替
わ
っ
て
任
じ
ら

れ
た
近
江
守
護
山
内
就
綱
が
六
角
高
頼
に
追
い
落
と
さ
れ
る
ま
で
、「
室
町
幕
府
奉
行
人

連
署
奉
書
」
が
出
さ
れ
続
け
た
。 

 
 （

３
）
六
角
氏
の
戦
国
大
名
化
と
領
国
支
配
権
の
確
立 

…
「
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
」 

 

明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
に
含
空
院
雑
掌
に
対
し
て
出
さ
れ
た
「
室
町
幕
府
奉
行
人

連
署
奉
書
」
を
最
後
に
、
室
町
幕
府
か
ら
の
文
書
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
か
わ
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
の
が
「
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
」
に
代
表
さ
れ
る
六
角
氏
の
発
給
す
る
文

書
で
、「
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
」
の
初
見
は
明
応
四
年
で
あ
る
。 

 
六
角
氏
は
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
に
は
山
内
就
綱
と
延
暦
寺
衆
徒
の
連
合
軍
を

打
ち
破
り
、
第
二
次
六
角
討
伐
以
来
の
混
乱
を
乗
り
切
っ
て
、
実
質
的
に
近
江
に
お
け

る
領
国
支
配
権
を
確
立
し
た
。
以
後
六
角
氏
の
滅
亡
す
る
永
禄
年
間
ま
で
、「
六
角
氏
奉

行
人
連
署
奉
書)
」
は
発
給
さ
れ
続
け
る
。 

●
永
源
寺
文
書
に
み
る
、
文
書
の
移
り
変
わ
り 

（
１
）
室
町
将
軍
権
力
の
安
定
と
、
近
江
守
護
と
し
て
の
六
角
氏 

…
「
御
判
御
教
書
」
と
「
室
町
将
軍
家
御
教
書
」 

 

永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
の
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
に
よ
る
祈
願
所
化
と
寺
領
安

堵
を
契
機
に
、
室
町
幕
府
に
よ
る
永
源
寺
に
対
す
る
保
護
政
策
が
始
ま
っ
た
。
内
容
は
、
永

源
寺
関
連
寺
院
や
所
領
へ
の
押
領
排
除
、
守
護
不
入
、
諸
役
免
除
な
ど
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
期
、
幕
府
の
命
令
は
、
将
軍
自
ら
が
花
押
を
据
え
た
「
御
判
御
教
書
」、
将
軍
の

意
向
を
管
領
が
伝
達
す
る
「
室
町
将
軍
家
御
教
書
（
管
領
奉
書
）」
に
よ
っ
て
、
寺
自
体
や
、

寺
の
所
在
地
の
守
護
を
宛
先
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
。
初
出
は
い
ず
れ
も
永
徳
三
年
、
先
述
の

義
満
の
祈
願
所
化
と
寺
領
安
堵
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

守
護
で
あ
る
六
角
氏
は
、
こ
れ
ら
幕
府
か
ら
の
指
令
を
う
け
と
り
、
実
行
さ
せ
る
役
割
を

担
っ
た
。
永
源
寺
文
書
中
に
は
、
六
角
氏
が
幕
府
の
指
令
を
さ
ら
に
在
地
の
配
下
に
伝
え
る

た
め
に
出
し
た
遵
行
状
も
見
ら
れ
る
。 
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五
、
戦
乱
の
世
と
永
源
寺 

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）、
将
軍
家
や
有
力
守
護
家
の
跡
継
ぎ
や
勢
力
争
い
か
ら
、
細
川
勝

元
を
中
心
と
す
る
東
軍
、
山
名
宗
全
を
中
心
と
す
る
西
軍
に
分
か
れ
、
都
を
二
分
す
る
争
い

が
起
こ
り
ま
し
た
。
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
ま
で
続
く
応
仁
の
乱
の
幕
開
け
で
す
。 

 

六
角
氏
は
、
近
江
北
部
に
勢
力
を
持
っ
た
京
極
氏
が
東
軍
に
属
し
た
の
に
対
抗
し
て
西
軍

に
属
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
六
角
氏
の
当
主
は
、
い
ま
だ
幼
少
の
亀
寿
丸
（
の
ち
の
高
頼
）

で
し
た
が
、
一
族
の
山
内
政
綱
を
中
心
と
し
、
伊
庭
貞
隆
ら
国
人
た
ち
が
協
力
し
て
こ
れ
を

支
え
、
乱
を
戦
い
抜
き
ま
し
た
。 

 

幸
い
に
も
こ
の
と
き
の
戦
火
は
永
源
寺
ま
で
及
ば
ず
、
永
源
寺
に
は
都
か
ら
横
川
景
三
や

景
徐
周
麟
ら
名
だ
た
る
文
化
人
た
ち
が
、
戦
乱
を
避
け
て
来
訪
し
て
い
ま
す
。 

 
 27 

小
倉
実
澄
像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

紙
本
蝋
画 

縦
六
五
.
六
㎝ 

横
二
六
.
七
㎝ 

天
明
元
年
（
一
七
八
一
） 

 

小
倉
実
澄
（
一
四
三
九
～
一
五
〇
五
）
は
、
蒲
生
郡
佐
久
良
城
に
本
拠
を
置
き
、
応
仁
の

乱
当
時
に
は
永
源
寺
周
辺
を
含
め
た
湖
東
の
地
に
確
固
た
る
勢
力
を
築
い
て
い
た
。
六
角
氏

と
対
抗
し
た
京
極
持
清
の
配
下
に
あ
っ
た
が
、
文
武
両
道
に
す
ぐ
れ
、
永
源
寺
に
と
っ
て
の

大
檀
越
で
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
の
戦
火
を
さ
け
、
多
く
の
文
化
人
た
ち
が
永
源
寺
を
訪
れ
た

背
景
に
も
、
実
澄
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。 

 

本
画
像
は
、
実
澄
の
生
前
に
描
か
れ
横
川
景
三
（
一
四
二
九
～
九
三
）
が
着
賛
し
た
画
像

を
、
江
戸
時
代
に
写
し
た
も
の
。
鬚
を
た
く
わ
え
、
道
服
を
着
、
如
意
を
執
る
姿
を
描
く
。

下
方
に
は
江
戸
時
代
半
ば
に
大
坂
で
活
躍
し
た
文
化
人
木
村
蒹
葭
堂
の
識
語
が
あ
る
。 

 

28 

瑞
石
山
事
跡       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

一
巻 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
二
六
.
四
㎝ 

 

応
仁
の
乱
と
、
そ
の
後
の
永
源
寺
に
関
わ
る
資
料
を
一
巻
に
ま
と
め
る
。
巻
頭
の
「
黄
川

東
遊
書
之
内
瑞
阜
之
事
跡
」
は
、
横
川
景
三
（
一
四
二
九
～
九
三
）
の
『
小
補
東
遊
集
』『
小

補
東
遊
続
集
』
な
ど
か
ら
抜
粋
編
集
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

横
川
景
三
は
、
五
山
文
学
を
代
表
す
る
僧
で
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）、
近
江
国
愛
智
郡

市
村
を
故
郷
と
す
る
友
人
の
桃
源
瑞
仙
の
手
引
き
に
よ
り
市
村
に
戦
乱
を
避
け
た
。
同
年
一

〇
月
一
一
日
、
横
川
、
桃
源
に
景
徐
周
麟
（
一
四
四
〇
～
一
五
一
八
）
を
加
え
た
三
人
は
、

小
倉
実
澄
の
案
内
で
永
源
寺
を
訪
れ
、
も
み
じ
の
美
し
い
錦
藍
亭
に
入
り
、
含
空
院
で
開
山

塔
を
拝
し
、
同
じ
飯
高
山
内
に
あ
っ
た
曹
源
寺
、
永
安
寺
な
ど
を
巡
っ
て
い
る
。 

 

29 

足
利
義
政
御
判
御
教
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
二
.
六
㎝ 

横
三
二
.
六
㎝ 

文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
一
二
月
二
日
付 

 

六
角
高
頼
が
応
仁
の
乱
で
西
軍
に
属
し
た
こ
と
に
乗
じ
、
永
源
寺
含
空
院
領
伊
勢
国
久
米

守
忠
名
に
お
い
て
日
野
家
雑
掌
が
違
乱
を
働
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
守
忠
名
お
よ
び
近

江
国
内
に
散
在
す
る
含
空
院
領
を
返
付
す
る
旨
の
御
教
書
で
あ
る
。
文
明
九
年
に
応
仁
の
乱

が
一
段
落
し
、
寺
領
か
ら
の
収
入
が
回
復
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
が
知
ら
れ
る
。 

 

寂
室
の
墓
所
を
ま
も
っ
て
創
建
さ
れ
た
考
槃
庵
は
の
ち
に
将
軍
足
利
義
持
に
よ
っ
て
含
空

院
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
含
空
院
は
、
永
源
寺
と
は
別
に
独
自
の
寺
領
を
持
っ
て
い
た
。
伊
勢

国
久
米
守
忠
名
は
含
空
院
の
重
要
な
寺
領
の
ひ
と
つ
。 

 

30 

含
空
院
昭
堂
上
葺
奉
加
銭
納
下
行
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

文
明
一
四
年
（
一
四
八
二
）
三
月 

 
応
仁
の
乱
終
了
後
、一
段
落
し
た
文
明
一
四
年
三
月
ご
ろ
、派
下
各
寺
か
ら
奉
加
を
得
て
、

含
空
院
昭
堂
（
開
山
寂
室
を
奉
安
す
る
堂
）
の
屋
根
の
上
葺
き
が
行
わ
れ
た
。
本
史
料
は
、

上
葺
き
に
関
わ
る
費
用
の
出
入
り
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
支
出
を
記
し
た
後
半

部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
。 

 

永
安
寺
、
曹
源
寺
、
興
源
寺
、
退
蔵
寺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
永
源
寺
の
四
派
の
本
寺
で
、
費
用

分
担
の
中
で
も
大
き
な
部
分
を
担
っ
て
い
る
。 
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応
仁
の
乱
期
の
伽
藍
の
様
子
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
乱
後
の
永
源
寺
は
、
寺
観
の

整
備
に
乗
り
出
し
て
ゆ
く
。 

 

31 

重
修
大
歇
橋
供
養
香
語 

桂
林
徳
昌
筆 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
九
.
〇
㎝ 

横
八
六
.
八
㎝ 

文
明
一
九
年
（
一
四
八
七
）
六
月 

 

永
源
寺
境
内
の
西
北
に
、
飯
高
山
か
ら
愛
知
川
に
流
れ
込
む
小
川
が
あ
る
。
こ
の
川
に
架

け
ら
れ
た
橋
が
大
歇
橋
で
、
こ
こ
か
ら
永
源
寺
境
内
と
な
る
。 

 

桂
林
徳
昌
は
永
源
寺
一
九
世
。
香
語
に
は
、
往
来
の
要
衝
と
し
て
以
前
か
ら
板
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
、
橋
の
た
も
と
に
あ
っ
た
大
歇
亭
か
ら
大
歇
橋
と
呼
ば
れ
た
こ
と
、
柏
舟

宗
趙
（
一
四
一
六
～
九
五
）
の
尽
力
で
橋
が
新
し
く
架
け
替
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

る
。 

 

柏
舟
は
応
仁
の
乱
後
の
寺
の
興
隆
を
支
え
た
僧
で
、
前
年
に
は
奈
良
興
福
寺
の
僧
周
厳
か

ら
仏
像
等
の
寄
進
を
う
け
、
同
年
に
は
方
丈
庫
司
も
再
造
さ
れ
た
。 

 
 

 

六
角
氏
は
、
延
暦
寺
な
ど
の
寺
社
や
公
家
ら
の
領
地
を
い
わ
ば
横
取
り
し
、
恩
賞
と
し
て

国
人
た
ち
に
分
け
与
え
る
こ
と
で
結
束
力
を
強
め
、戦
乱
の
世
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
寺
社
や
公
家
、
幕
府
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

室
町
幕
府
は
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
の
二
度
に
わ
た
り
六
角
氏

を
討
つ
こ
と
を
決
め
、将
軍
自
ら
近
江
に
出
陣
し
ま
し
た
。六
角
氏
は
こ
れ
を
よ
く
し
の
ぎ
、

戦
国
大
名
へ
と
成
長
し
て
ゆ
き
ま
す
。 

 

九
代
将
軍
足
利
義
尚
に
よ
る
第
一
次
六
角
討
伐
で
は
鈎
（
現
在
の
栗
東
市
）
に
陣
が
置
か

れ
、
湖
南
か
ら
甲
賀
が
戦
乱
の
場
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
代
将
軍
義
材
に
よ
る
第
二
次
六
角

征
伐
で
は
、
六
角
氏
が
甲
賀
に
跡
を
く
ら
ま
し
、
そ
の
空
白
を
つ
い
た
幕
府
軍
が
湖
東
に
入

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
湖
東
方
面
、
愛
知
川
流
域
が
戦
場
と
な
り
ま
し
た
。 

 

愛
知
川
上
流
の
永
源
寺
は
、
八
風
峠
を
越
え
て
伊
勢
に
抜
け
る
八
風
街
道
沿
い
の
要
衝
で

も
あ
り
、
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）、
飯
高
山
近
く
ま
で
六
角
氏
を
追
っ
て
き
た
幕
府
軍
に
よ

り
、
つ
い
に
永
源
寺
は
兵
火
に
か
か
り
悉(

こ
と
ご
と)

く
堂
塔
を
失
い
ま
し
た
。 

  

32 

錦
藍
亭
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
面 

長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
一
一
月 

縦
三
一
.
二
㎝ 

横
五
二
.
四
㎝ 

 

錦
藍
亭
は
現
存
し
な
い
が
、「
永
源
寺
境
致
図
」
に
は
、
済
世
法
王
殿
（
法
堂
）
の
あ
る
境

内
中
心
部
か
ら
、
愛
知
川
に
む
け
切
り
立
っ
た
斜
面
を
降
っ
た
あ
た
り
に
描
か
れ
る
。
応
仁

元
年
（
一
四
六
七
）
一
〇
月
一
一
日
、
小
倉
実
澄
の
案
内
で
永
源
寺
を
訪
れ
た
横
川
景
三
、

景
徐
周
麟
、
桃
源
瑞
仙
は
、
ま
ず
錦
藍
亭
に
入
っ
た
。
旧
暦
一
〇
月
は
現
在
の
一
一
月
上
旬

に
あ
た
り
、
紅
葉
の
盛
り
で
も
あ
る
。
錦
藍
亭
の
光
景
の
見
事
さ
に
感
激
し
た
横
川
ら
は
、

小
倉
実
澄
も
交
え
た
四
人
で
こ
の
場
所
を
題
材
に
詩
を
読
み
競
っ
た
の
だ
っ
た（『
小
補
東
遊

集
』）。 

 

本
額
の
裏
面
に
は
「
長
享
戊
申
霜
月
日
作
□
」
と
あ
り
、
横
川
た
ち
が
見
た
も
の
と
は
異

な
る
が
、
こ
の
長
享
二
年
は
ま
さ
に
将
軍
足
利
義
尚
に
よ
る
第
一
次
六
角
征
伐
（
鈎
の
陣
）

の
最
中
で
あ
る
。
こ
の
戦
で
永
源
寺
が
直
接
的
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ

の
時
期
の
資
料
は
永
源
寺
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
貴
重
な
存
在
と
い
え
よ
う
。 

 
 33 

永
源
寺
雑
掌
清
牧
請
文 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
七
月
一
六
日
付 

 

永
源
寺
が
第
二
次
六
角
征
伐
に
先
立
ち
幕
府
に
提
出
し
た
請
文
で
、
近
江
国
内
の
主
だ
っ

た
永
源
寺
の
知
行
所
を
列
記
す
る
。
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
従
来
か
ら
足
利
義
満
や
義
持
な
ど

歴
代
の
将
軍
か
ら
安
堵
を
う
け
て
き
た
も
の
で
、
永
源
寺
の
主
だ
っ
た
寺
領
を
示
す
と
み
て

よ
い
。
こ
の
請
文
を
う
け
て
、
の
ち
に
将
軍
足
利
義
材
か
ら
安
堵
を
う
け
て
い
る
。 

 

義
材
の
近
江
出
陣
は
八
月
の
こ
と
だ
が
、
義
材
が
着
々
と
準
備
を
す
す
め
、
永
源
寺
も
幕

府
に
協
力
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 
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34 

足
利
義
材
御
判
御
教
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
八
月
六
日
付 

 

七
月
一
六
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
請
文
を
ふ
ま
え
、
永
源
寺
領
を
安
堵
す
る
。
同
年
八
月

二
二
日
に
は
第
二
次
六
角
征
伐
の
た
め
将
軍
義
材
が
近
江
に
出
陣
し
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立

っ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

請
文
と
比
べ
る
と
「
播
磨
国
河
内
別
符
下
方
地
頭
職
闕
所
分
内
田
地
」
が
加
わ
り
、
諸
末

寺
等
が
記
さ
れ
な
い
な
ど
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、諸
末
寺
や
含
空
院
の
所
領
に
関
し
て
は
、

別
に
同
日
付
け
の
御
判
御
教
書
が
発
行
さ
れ
、
や
は
り
安
堵
を
う
け
て
い
る
。 

 

35 

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
一
〇
月
九
日
付 

 

永
源
寺
お
よ
び
諸
末
寺
の
寺
領
を
守
護
、
本
所
使
者
不
入
の
地
と
な
す
旨
を
伝
え
る
。
宛

先
の
安
富
元
家
（
筑
後
守
）
は
管
領
細
川
政
元
の
被
官
で
、
六
角
氏
を
討
伐
す
る
た
め
湖
東

方
面
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。 

 

安
富
元
家
が
近
江
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
六
角
征
伐
の
前
年
に
細
川
政
元
が
近
江

守
護
に
任
じ
ら
れ
た
た
め
だ
が
、
将
軍
出
陣
後
の
延
徳
三
年
八
月
三
〇
日
に
は
近
江
一
国
を

「
御
料
国
」（
将
軍
直
轄
領
）
と
し
、
安
富
元
家
を
そ
の
「
守
護
代
分
」
と
な
す
命
が
下
さ
れ
、

以
後
近
江
国
内
の
六
角
氏
掃
討
戦
は
、
事
実
上
安
富
元
家
を
総
司
令
官
と
す
る
形
で
実
施
さ

れ
た
。 

 

36 

安
富
元
家
遵
行
状 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 
 
 

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
一
二
月
二
九
日
付 

遵
行
状
は
、
幕
府
の
命
を
う
け
、
守
護
な
ど
が
在
地
の
配
下
に
伝
え
る
た
め
に
発
給
す
る

文
書
。
宛
先
の
高
橋
三
郎
右
衛
門
尉
は
、
安
富
元
家
の
被
官
人
で
当
時
郡
代
の
役
割
を
担
っ

た
。 

 

37 

飯
尾
行
房
書
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 
 

一
二
月
九
日
付 

 

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
九
月
ご
ろ
ま
で
に
近
江
を
ほ
ぼ
制
圧
し
た
足
利
義
材
は
、
翌
明

応
元
年
（
一
四
九
二
）
九
月
、
寺
社
本
所
領
の
御
料
所
化
（
将
軍
直
轄
領
化
）
を
決
行
し
た
。

永
源
寺
に
対
し
て
も
田
上
を
の
ぞ
く
近
江
国
内
の
所
領
を
す
べ
て
御
料
所
と
す
る
こ
と
が
通

達
さ
れ
、
こ
こ
に
永
源
寺
は
戦
火
で
焼
失
し
た
堂
塔
の
み
な
ら
ず
、
寺
領
の
大
半
ま
で
も
失

う
と
い
う
危
機
に
直
面
し
た
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
の
所
領
は
ま
も
な
く
返
還
さ
れ
た
よ
う
で
、
本
状
は
永
源
寺
に
対
し
、
将

軍
家
祈
願
所
で
あ
る
縁
に
よ
り
所
領
を
返
還
す
る
か
ら
、
土
地
の
目
録
を
提
出
す
る
よ
う
に

求
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

38 

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 
 

明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
一
二
月
五
日
付 

 

田
上
牧
庄
内
芝
原
に
つ
い
て
、
佐
々
木
小
三
郎
（
山
内
就
綱
）
が
兵
糧
と
称
し
て
押
領
し

て
い
る
の
は
い
わ
れ
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
も
と
ど
お
り
永
源
寺
に
領
知
さ
せ
な
さ
い
と
の

内
容
。
宛
先
の
楢
葉
氏
は
室
町
幕
府
奉
公
衆
で
地
頭
職
に
あ
っ
た
。 

 

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
一
一
月
、
六
角
氏
を
お
お
む
ね
平
定
し
た
と
み
た
義
材
は
、
六

角
高
頼
に
対
抗
す
る
六
角
政
堯
の
猶
子
虎
千
代
を
近
江
守
護
に
補
任
し
、
一
二
月
に
は
京
都

に
凱
旋
し
た
。
し
か
し
明
応
二
年
、
河
内
に
出
陣
中
の
義
材
は
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
に

よ
り
将
軍
の
地
位
を
追
わ
れ
、
政
元
が
幕
府
の
実
権
を
握
っ
た
。
そ
の
一
〇
月
に
は
六
角
虎

千
代
に
か
わ
り
、
山
内
就
綱
が
近
江
守
護
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
明
応
三
年
一
〇
月
に
近
江
に
入
っ
た
就
綱
は
、
延
暦
寺
衆
徒
ら
の
応
援
も
あ
っ
て
、
一
旦

は
六
角
高
頼
の
金
剛
寺
城
を
攻
め
落
と
し
た
。
し
か
し
一
一
月
に
入
る
と
美
濃
の
守
護
代
斉

藤
利
国
の
来
援
を
得
た
高
頼
が
反
撃
し
、
一
二
月
半
ば
ま
で
に
は
勝
利
を
お
さ
め
た
。
こ
れ

に
よ
り
幕
府
も
つ
い
に
六
角
高
頼
討
伐
を
断
念
。
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
末
ま
で
に
高
頼

を
赦
免
し
、
近
江
守
護
に
還
補
し
た
。
本
史
料
に
あ
る
明
応
三
年
一
二
月
五
日
は
、
ま
さ
に

こ
の
騒
乱
の
さ
な
か
で
あ
り
、
本
史
料
の
内
容
も
一
連
の
流
れ
の
中
に
と
ら
え
ら
れ
る
。 
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39 

柏
舟
宗
趙
遺
偈 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 

紙
本
墨
書 

縦
二
八
.
〇
㎝ 

横
四
二
.
七
㎝ 

明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
一
一
月
一
二
日 

 

柏
舟
宗
趙
は
、
六
八
歳
に
な
る
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
以
来
、
亡
く
な
る
ま
で
永
源

寺
住
持
を
つ
と
め
た
。小
倉
実
澄
と
も
親
交
が
深
く
、実
澄
は
主
で
あ
る
京
極
持
清
の
没
後
、

柏
舟
の
も
と
で
剃
髪
し
て
い
る
。 

 

文
明
一
九
年
（
一
四
八
七
）
の
大
歇
橋
の
架
け
替
え
、
方
丈
と
庫
司
の
再
建
な
ど
、
寺
観

の
整
備
に
尽
力
し
た
が
、
そ
の
矢
先
の
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）、
第
二
次
六
角
氏
征
伐
の
戦

火
を
う
け
て
伽
藍
は
悉
く
焼
失
し
た
。
そ
の
復
興
も
ま
ま
な
ら
ぬ
中
で
の
死
去
で
あ
っ
た
。 

 

命
取
り
と
な
っ
た
下
痢
に
か
こ
つ
け
て
、
自
ら
の
末
期
を
「
糞
丈
六
仏
」
と
総
括
し
た
が
、

そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
の
山
と
み
る
か
、
そ
れ
で
も
丈
六
の
仏
で
あ
る
と
評
価
す

る
の
か
、「
是
又
空
華
、
結
空
子
」
と
詠
ん
だ
寂
室
と
通
じ
る
点
も
あ
り
な
が
ら
も
、
印
象
は

異
な
る
。 

 

40 

惟
天
正
球
像 

鉄
叟
景
秀
賛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

絹
本
着
色 

縦
八
七
.
三
㎝ 

横
三
八
.
七
㎝ 

元
亀
元
年
（
一
五
七
三
）
賛 

 

惟
天
正
球
は
永
源
寺
四
一
世
住
持
。
永
正
一
五
年
（
一
五
一
八
）
に
入
寺
し
て
い
る
。
永

禄
九
年
（
一
五
七
三
）
に
百
済
寺
で
没
し
て
い
る
が
、
や
は
り
明
応
の
回
禄
後
の
永
源
寺
を

支
え
た
僧
の
一
人
と
い
え
る
。
賛
は
詢
甫
宗
泉
像
と
同
じ
鉄
叟
景
秀
の
手
に
な
り
、
元
亀
四

年
（
一
五
七
三
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
同
年
は
惟
天
没
後
七
年
に
あ
た
る
。 

 

41 

詢
甫
宗
泉
像 

鉄
叟
景
秀
賛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

絹
本
着
色 

縦
八
七
.
一
㎝ 

横
三
八
.
五
㎝ 

室
町
時
代 

 

詢
甫
宗
泉
は
永
源
寺
三
三
世
住
持
。
永
源
寺
に
入
る
以
前
は
曹
源
寺
に
あ
り
、
明
応
六
年

（
一
四
九
七
）
に
入
寺
。
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
五
）
頃
ま
で
永
源
寺
に
関
わ
り
、
明

応
の
回
禄
後
の
永
源
寺
を
支
え
た
僧
の
一
人
で
あ
る
。 

 

屈
輪
文
の
曲
ロ
ク
に
向
か
っ
て
右
向
き
に
座
し
、
膝
上
に
定
印
を
結
ぶ
。
眉
は
黒
く
、
頭

髪
や
鬚
は
描
き
表
さ
な
い
が
、
皺
の
あ
る
初
老
の
相
に
描
か
れ
る
。 

 

賛
文
を
記
し
た
鉄
叟
景
秀
（
一
四
九
六
～
一
五
八
〇
）
は
寂
室
の
弟
子
霊
仲
禅
英
の
流
れ

を
引
き
、
建
仁
寺
や
南
禅
寺
の
住
持
を
歴
任
し
た
人
物
で
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
織

田
信
長
が
浄
土
宗
と
日
蓮
宗
に
法
論
を
戦
わ
さ
せ
た
安
土
宗
論
で
は
判
者
を
つ
と
め
た
。 

 

42 

六
角
定
頼
書
下                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
九
月
二
六
日
付 

 

六
角
定
頼
は
、
室
町
幕
府
の
二
度
に
わ
た
る
六
角
氏
征
伐
を
し
の
い
だ
高
頼
の
息
子
。
栗

太
郡
田
上
牧
庄
内
の
永
源
寺
領
に
つ
い
て
、
近
年
で
は
永
源
寺
の
支
配
が
及
ば
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
永
源
寺
渓
橋
廊
下
の
修
理
料
と
し
て
、
重
ね
て
寄
進
す
る
旨
を
伝

え
る
。 

 

こ
れ
に
先
立
つ
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
に
は
、
永
源
寺
は
室
町
幕
府
の
第
二
次
六
角
征

伐
の
戦
火
に
よ
り
伽
藍
を
失
っ
て
い
る
。
そ
の
後
六
角
氏
は
家
臣
団
に
対
し
永
源
寺
の
再
興

へ
の
協
力
を
命
じ
て
い
る
が
、
六
角
氏
自
身
も
室
町
時
代
を
通
じ
て
永
源
寺
の
庇
護
者
で
あ

り
続
け
た
。 

 

43 

六
角
氏
綱
書
下 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
九
月
二
六
日
付 

 

栗
太
郡
田
上
牧
庄
内
の
永
源
寺
領
を
、
永
源
寺
渓
橋
廊
下
の
修
理
料
と
し
て
重
ね
て
寄
進

す
る
旨
を
伝
え
る
も
の
で
、
同
日
付
け
同
内
容
の
定
頼
の
書
下
と
と
も
に
伝
来
す
る
。 

 
六
角
氏
綱
は
、室
町
幕
府
の
二
度
に
わ
た
る
六
角
氏
征
伐
を
し
の
い
だ
高
頼
の
息
子
だ
が
、

永
正
一
五
年
に
は
父
高
頼
に
先
立
っ
て
没
し
た
。
定
頼
は
そ
の
弟
で
、
早
く
か
ら
高
頼
、
氏

綱
父
子
を
支
え
て
い
た
。
氏
綱
没
後
は
定
綱
が
家
督
を
継
ぎ
、
六
角
氏
は
一
時
は
将
軍
足
利

義
晴
を
迎
え
る
な
ど
京
都
の
政
局
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。 
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44 

後
奈
良
天
皇
綸
旨            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

 

享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
一
一
月
二
二
日
付 

 

第
二
次
六
角
氏
征
伐
に
伴
う
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
の
回
禄
（
焼
亡
）
以
来
、
永
源
寺

復
興
の
助
け
と
す
る
た
め
、
永
源
寺
の
寺
格
を
定
め
る
綸
旨
が
二
度
に
わ
た
り
出
さ
れ
た
。

明
応
四
年
に
円
覚
寺
（
鎌
倉
五
山
の
第
二
位
）
の
上
と
す
る
綸
旨
（
黄
衣
の
勅
許
）
が
出
さ

れ
た
の
に
続
き
、
こ
の
た
び
は
さ
ら
に
天
龍
寺
（
京
都
五
山
の
第
二
位
）
に
准
じ
る
（
紫
衣

の
勅
許
）
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
背
景
に
は
当
時
京
都
で
力
を
持
っ
た
細
川
高
国
の
と
り
な
し
が
あ
っ
た
が
、
細
川
高

国
は
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
～
二
一
）
に
六
角
高
頼
が
専
横
を
振
る
っ
た
配
下
の
伊
庭
氏
と

対
立
し
た
際
に
も
高
頼
を
支
援
し
て
い
る
。 

 

45 

六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

天
文
二
三
年
（
一
五
五
四
）
四
月
二
三
日
付 

 

永
源
寺
内
の
僧
に
咎
が
あ
っ
た
と
き
の
処
置
に
つ
い
て
定
め
る
。 

 

個
人
の
罪
は
あ
く
ま
で
個
人
の
責
任
に
帰
し
、
役
職
と
し
て
行
っ
た
罪
は
あ
く
ま
で
も
そ

の
役
職
と
し
て
の
立
場
に
帰
す
こ
と
で
、
師
匠
や
弟
子
、
同
僚
な
ど
に
連
帯
責
任
は
お
わ
せ

な
い
と
の
考
え
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

裏
面
に
宮
木
賢
祐
、
種
村
貞
遠
の
二
名
の
六
角
氏
奉
行
人
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、

六
角
氏
か
ら
申
し
渡
す
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
六
角
氏
が
配
下
の
国
人
た
ち
と
定
め
た
『
六

角
氏
式
目
』
で
は
基
本
的
に
寺
院
の
自
治
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
本
状
の
よ
う
に

六
角
氏
が
寺
院
内
部
ま
で
立
ち
入
っ
て
物
事
を
定
め
る
の
は
、
そ
れ
を
鑑
み
れ
ば
や
や
異
例

と
い
え
る
。 

 

46 

霊
仲
禅
英
墨
蹟 

宝
鉢
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
一
.
一
㎝ 

横
四
三
.
五
㎝ 

応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
） 

 

霊
仲
禅
英
の
弟
子
蘭
窓
元
香
は
、
霊
仲
の
命
に
よ
り
大
蔵
経
請
来
の
た
め
大
陸
に
渡
り
、

帰
国
に
際
し
て
明
の
二
世
恵
帝
よ
り
黄
金
の
鉢
を
賜
っ
た
。こ
の
鉢
は
、蘭
窓
が
帰
国
の
後
、

永
源
寺
に
納
め
ら
れ
た
。
本
資
料
は
、
霊
仲
に
よ
っ
て
そ
の
い
き
さ
つ
が
記
さ
れ
た
も
の
。 

 

こ
の
「
宝
鉢
記
」
の
存
在
は
、
重
要
文
化
財
永
源
寺
文
書
に
含
ま
れ
る
天
文
二
三
年
（
一

五
五
四
）
五
月
一
六
日
付
け
の
「
永
源
寺
文
書
目
録
」
に
も
記
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
鉢
は
壬

子
の
乱
（
明
応
の
回
禄
）
で
失
わ
れ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

47 

六
角
承
禎
書
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

八
月
一
三
日
付 

 

承
禎
は
六
角
義
賢
（
一
五
二
一
～
九
八
）
の
法
名
。
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
義
弼
（
義

治
）
に
家
督
を
譲
っ
た
が
、
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
に
織
田
信
長
に
敗
れ
る
ま
で
影
響

力
を
持
ち
続
け
た
。 

 

本
状
は
、
出
陣
の
た
め
の
祈
祷
を
行
い
、
ま
た
柿
一
籠
を
送
っ
た
永
源
寺
に
対
し
て
、
お

礼
を
述
べ
る
内
容
。
年
次
は
記
さ
れ
な
い
が
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
三
好
長
慶
と
の
戦

い
に
際
し
て
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

   

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）、
六
角
義
弼
（
義
治
）
は
、
重
臣
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
た
後
藤
賢

豊
父
子
を
観
音
寺
城
内
で
謀
殺
し
ま
し
た
（
観
音
寺
騒
動
）。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
後
藤
一
族
の

み
な
ら
ず
平
井
、
進
藤
、
池
田
な
ど
歴
代
の
重
臣
た
ち
の
反
発
を
招
き
、
あ
ま
つ
さ
え
湖
北

か
ら
南
進
を
企
ん
で
い
た
浅
井
氏
ら
と
結
ん
で
六
角
氏
に
敵
対
す
る
と
い
う
事
態
ま
で
招
き

起
こ
し
ま
し
た
。
六
角
義
弼
は
、
蒲
生
定
秀
を
頼
っ
て
日
野
城
に
入
り
ま
し
た
が
、
こ
の
余

波
は
各
地
に
お
よ
ん
で
政
情
不
安
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。 

 
永
源
寺
の
周
辺
は
、
小
倉
実
澄
以
来
小
倉
氏
一
族
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
実
澄

の
没
後
は
複
数
の
家
が
分
立
し
、互
い
の
関
係
は
必
ず
し
も
良
好
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

反
六
角
氏
勢
力
が
日
野
城
を
攻
め
る
と
、
こ
れ
に
乗
じ
て
小
倉
右
近
大
夫
が
永
源
寺
に
火
を

放
ち
、
以
後
永
禄
七
年
五
月
ま
で
四
度
に
わ
た
る
小
倉
右
近
大
夫
の
兵
火
に
よ
り
、
永
源
寺

は
ほ
ぼ
全
山
の
堂
舎
を
失
い
ま
し
た
。 



  
 
 
 

- 16 - 

 
そ
し
て
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）、
織
田
信
長
の
近
江
侵
攻
に
よ
っ
て
六
角
氏
は
観
音
寺

城
を
追
わ
れ
、
つ
い
に
永
源
寺
は
庇
護
者
で
あ
っ
た
六
角
氏
を
も
失
う
の
で
す
。 

  

48 

瑞
石
歴
代
雑
記    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

三
冊
の
う
ち 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
） 

 

永
源
寺
の
開
山
寂
室
元
光
の
生
ま
れ
た
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
か
ら
、
一
絲
文
守
に
は

じ
ま
る
中
興
が
一
段
落
し
た
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
開
祖
三
〇
〇
年
遠
忌
ま
で
の
永
源

寺
の
歴
史
を
編
年
体
で
し
る
す
。 

 

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
か
ら
翌
七
年
に
か
け
て
、
小
倉
右
近
大
夫
が
永
源
寺
に
火
を
か

け
た
。
永
禄
六
年
一
〇
月
一
一
日
に
は
「
山
上
寺
家
中
」、
同
二
五
日
に
は
「
永
安
寺
谷
中
」、

翌
永
禄
七
年
三
月
に
は
大
歇
橋
よ
り
手
前
の
永
安
寺
、
興
源
寺
、
退
蔵
寺
、
五
月
二
三
日
に

は
橋
よ
り
奥
の
永
源
寺
、
含
空
院
、
曹
源
寺
が
火
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
山
上
六
ケ
寺
」

と
称
さ
れ
た
六
寺
は
悉
く
焼
亡
。「
残
る
者
は
蕃
場
谷
識
廬
谷
第
一
寺
の
み
」
と
い
う
有
様
で

あ
っ
た
。 

 

49 

六
角
義
弼
書
状                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

七
月
九
日
付 

 

永
源
寺
の
復
興
を
命
じ
る
。
こ
の
た
び
の
「
忽
劇
」（
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
か
ら
七
年

に
か
け
て
の
小
倉
右
近
大
夫
の
放
火
）
で
伽
藍
や
諸
庵
が
焼
失
し
た
が
、
退
転
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
申
し
付
け
る
。
山
上
の
伽
藍
が
ほ
と
ん
ど
焼
失
し
尽
く
し
た
永
禄
七
年
の
も
の
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
永
禄
の
回
禄
の
の
ち
、
六
角
氏
か
ら
は
数
度
に
わ
た
っ
て
復
興
を
命
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
永
源
寺
の
復
興
は
叶
わ
ぬ
ま
ま
、
の
ち
に
義
治
と
名
乗
っ
た
義
弼
は
、
永
禄
一
一
年
（
一

五
六
八
）
に
織
田
信
長
の
近
江
侵
攻
に
伴
っ
て
観
音
寺
城
を
追
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

50 

六
角
義
治
書
状
写 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

九
月
二
三
日
付 

 

先
年
の
伽
藍
塔
頭
の
炎
上
（
小
倉
右
近
大
夫
の
放
火
）
以
来
、
な
か
な
か
再
興
ま
で
手
が

回
ら
な
い
状
態
か
も
し
れ
な
い
が
、
永
源
寺
が
こ
の
ま
ま
衰
退
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
力
を

合
せ
、
ま
た
寺
領
等
に
つ
い
て
も
今
後
も
い
さ
さ
か
も
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
、
修
造
に
は
げ

む
こ
と
が
肝
要
と
述
べ
て
い
る
。 

 

年
次
は
記
さ
れ
な
い
が
、『
瑞
石
歴
代
雑
記
』
は
永
禄
一
一
年
の
項
に
本
状
を
収
録
し
て
い

る
。 

 

51 

六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
通 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
九
月
二
三
日
付 

 

忽
劇
（
小
倉
右
近
大
夫
の
放
火
に
よ
る
焼
亡
）
に
つ
い
て
大
変
だ
と
き
い
て
い
る
が
、
寺

領
は
い
ま
ま
で
ど
お
り
年
貢
を
お
さ
め
る
よ
う
に
、
納
め
な
い
者
に
つ
い
て
注
進
が
あ
れ
ば

成
敗
す
る
と
い
う
内
容
。
写
し
で
は
あ
る
が
、
永
源
寺
文
書
中
で
六
角
氏
の
存
在
を
示
す
最

後
の
資
料
で
あ
る
。 

 

六
角
氏
は
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
、
織
田
信
長
に
観
音
寺
城
を
追
わ
れ
甲
賀
郡

に
逃
亡
し
た
。
永
源
寺
に
は
、
永
禄
一
一
年
九
月
の
段
階
で
早
速
に
信
長
か
ら
禁
制
が
下
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
六
角
氏
は
観
音
寺
城
退
去
の
後
も
、
し
ば
ら
く
は
反
信
長
勢
力
の
一
端

と
し
て
存
在
感
を
示
し
た
。
そ
し
て
最
後
ま
で
永
源
寺
の
庇
護
者
と
し
て
の
立
場
を
崩
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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六
、
六
角
氏
亡
き
後
の
永
源
寺 

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）、
永
禄
六
年
（
一
五
六
四
）、
同
七
年
と
数
度
に
わ
た
る
戦
火
を

う
け
、
被
害
も
癒
え
ぬ
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
は
織
田
信
長
の
近
江
侵
攻
に
よ
っ
て

六
角
氏
を
失
っ
た
永
源
寺
は
、
し
ば
ら
く
苦
難
の
時
を
迎
え
ま
す
。 

 

こ
の
時
期
の
永
源
寺
を
支
え
た
の
は
、
梅
隠
道
雪
、
定
林
道
静
、
松
雲
秀
厳
、
文
湖
慧
弘

ら
歴
代
住
持
の
努
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
永
源
寺
の
什
物
を
収
奪
か
ら
隠
し
守
っ
た
地
元

高
野
村
の
土
豪
九
里
氏
ら
の
協
力
に
も
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

別
峰
紹
印
の
入
寺
す
る
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
頃
ま
で
、
永
源
寺
の
復
興
は
遅
々
と
し

て
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
別
峰
は
自
ら
も
土
木
作
業
に
携
り
翌
年
に
は
方
丈
を
再
建
。
後

を
継
い
だ
竜
山
宗
昆
、
空
子
元
普
ら
に
よ
り
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
は
大
鐘
が
鋳
造

さ
れ
、
同
十
九
年
に
は
よ
う
や
く
仏
殿
の
造
営
が
な
り
ま
す
。 

 

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、
空
子
元
普
は
、
当
時
朝
廷
周
辺
か
ら
深
い
尊
崇
を
得
て
い
た

一
絲
文
守
（
一
六
〇
八
～
四
六
）
を
住
持
に
迎
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
永
源
寺
は
中
興
の
時

期
を
迎
え
、
近
世
の
体
制
が
整
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。 

  

52 

別
峰
紹
印
像 

 

如
雪
文
岩
賛 

法
橋
徳
応
筆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

絹
本
着
色 

縦
二
七
.
九
㎝ 
横
五
四
.
五
㎝ 

江
戸
時
代 

 

別
峰
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）、
永
源
寺
七
七
世
文
湖
慧
弘
を
継
い
で
補
住
と
な
っ
た
。

も
と
熱
田
（
名
古
屋
）
の
龍
珠
寺
に
あ
っ
た
が
、
寂
室
の
禅
を
慕
い
八
風
峠
を
越
え
永
源
寺

に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
別
峰
は
自
ら
石
を
引
き
泥
を
運
ん
で
復
興
に
携
わ
り
、
そ
の
姿

は
寂
室
の
再
来
と
い
わ
れ
た
。
翌
寛
永
九
年
に
は
方
丈
が
再
建
さ
れ
、
永
源
寺
は
よ
う
や
く

具
体
的
な
復
興
に
向
か
い
は
じ
め
る
。 

 

本
画
像
は
杖
を
持
つ
初
老
の
別
峰
の
姿
を
描
く
。
賛
は
一
絲
文
守
の
後
を
継
い
だ
如
雪
文

岩
に
よ
る
。
近
世
の
安
定
を
む
か
え
、
改
め
て
中
興
の
礎
を
築
い
た
別
峰
の
業
績
が
振
り
返

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

53 

空
子
元
普
法
語 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
二
七
.
九
㎝ 

横
五
四
.
五
㎝ 

正
保
二
年
（
一
六
四
五
） 

 

永
源
寺
七
九
世
空
子
元
普
は
、
永
源
寺
の
今
後
を
託
す
べ
き
人
物
と
し
て
一
絲
文
守
を
見

定
め
た
。
背
景
に
は
、
六
角
氏
滅
亡
後
こ
れ
と
い
っ
た
檀
越
を
持
た
な
か
っ
た
永
源
寺
を
再

び
隆
盛
に
導
く
に
は
、新
た
な
庇
護
者
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

朝
廷
周
辺
か
ら
広
い
支
持
を
得
て
い
た
一
絲
は
適
任
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
寛
永
二
〇

年
（
一
六
四
三
）、
一
絲
は
空
子
の
請
い
に
応
え
永
源
寺
に
入
寺
し
た
。
空
子
は
一
絲
に
付
法

し
、
伝
来
の
寂
室
の
法
衣
、
自
ら
の
師
龍
山
宗
昆
の
竹
箆
な
ど
を
与
え
た
。 

 

本
状
は
一
絲
か
ら
の
付
法
の
印
證
の
求
め
に
応
じ
、
一
偈
を
示
し
、
ま
た
伝
来
の
法
衣
等

を
授
け
た
こ
と
を
書
き
記
す
も
の
。 

 

54 

一
絲
文
守
墨
蹟 

生
死
事
大
無
常
迅
速 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
幅 

 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

紙
本
墨
書 

縦
三
一
.
二
㎝ 

横
六
三
.
九
㎝ 

江
戸
時
代 

 

一
絲
文
守
（
一
六
〇
八
～
一
六
四
五
）
は
岩
倉
具
堯
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
沢
庵
宗
彭

（
一
五
七
三
～
一
六
四
五
）
の
も
と
に
参
じ
た
。
の
ち
に
は
時
の
左
大
臣
近
衛
信
尋
、
大
納

言
烏
丸
光
広
と
い
っ
た
人
々
と
親
交
を
深
め
、
後
水
尾
天
皇
周
辺
か
ら
も
深
い
帰
依
を
う
け

た
。 

 

空
子
元
普
か
ら
の
永
源
寺
へ
の
招
請
を
う
け
、
一
旦
は
断
っ
た
も
の
の
、
第
八
〇
世
住
持

と
な
っ
た
。
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
一
絲
は
住
山
わ
ず
か
三
年
で
没
し
た
が
、
彼
を
介
し
て
永

源
寺
は
貴
顕
の
尊
崇
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
の
隆
盛
へ
の
足
が
か
り
を
つ
か
ん
だ
。
こ

の
功
績
か
ら
中
興
開
山
と
さ
れ
て
い
る
。 
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（
コ
ラ
ム
）

世
継
観
音
と
六
角
満
高 

 

永
源
寺
の
本
尊
観
世
音
菩
薩
は
、
伝
え
に
よ
る
と
開
山
寂
室
元
光
が
悟
都
管
な
る
仏
師
に

作
ら
せ
た
塑
像
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

永
源
寺
の
開
創
に
尽
力
し
た
六
角
氏
頼
（
一
三
二
六
～
七
〇
）
は
、
長
男
義
信
が
早
世
し

た
の
ち
養
子
を
迎
え
て
い
た
。
し
か
し
氏
頼
が
亡
く
な
る
前
年
の
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）、

突
如
氏
頼
に
男
子
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
が
満
高
（
一
三
六
九
～
一
四
一
六
）
で
あ
る
。 

 

後
世
、
満
高
の
誕
生
は
、
永
源
寺
の
本
尊
観
世
音
菩
薩
の
功
徳
で
あ
る
と
す
る
話
が
広
く

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
れ
に
つ
い
て
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
資
料
は
し
ら
れ
な
い
が
、

氏
頼
の
晩
年
の
寂
室
へ
の
帰
依
と
劇
的
な
満
高
の
誕
生
、
永
源
寺
を
支
え
続
け
た
六
角
氏
の

イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
話
を
生
む
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

永
源
寺
の
本
尊
観
世
音
菩
薩
は
「
世
継
観
音
」
と
称
さ
れ
、
子
授
け
に
利
益
が
あ
る
と
し

て
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
近
世
以
降
に
は
「
世
継
講
」
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
、
東
海
道
の
土

山
宿
に
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
立
て
ら
れ
た
道
標
に
は
、
永
源
寺
へ
の
道
が
「
高
埜
世

継
観
音
道
」
と
案
内
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
信
仰
の
広
ま
り
が
う
か
が
え
る
。 

  

55 

永
源
寺
来
由 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

一
巻 

重
要
文
化
財 

永
源
寺
文
書
の
う
ち 

江
戸
時
代 

 

永
源
寺
の
世
継
観
音
は
、
開
山
寂
室
元
光
が
、
唐
の
悟
都
管
と
い
う
仏
師
に
、
唐
の
霊
地

の
土
で
造
ら
せ
た
二
尺
二
寸
の
坐
像
で
あ
る
こ
と
。
寺
の
東
に
毎
夜
光
を
放
っ
て
い
た
一
寸

八
分
（
五
㎝
強
）
ほ
ど
の
観
音
像
を
寺
に
迎
え
て
世
継
観
音
の
頭
部
に
造
り
籠
め
た
こ
と
。

特
に
世
継
ぎ
を
祈
っ
て
霊
験
を
蒙
る
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
す
。 

 

本
縁
起
に
六
角
満
高
に
関
わ
る
話
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
世
に
ま
と
め
ら
れ
た
縁
起

類
の
中
に
は
満
高
の
出
生
に
触
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。 

  

           

（
謝
辞
） 

本
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

大
本
山
永
源
寺 

 

（
凡
例
） 

一
、
本
展
の
展
示
資
料
は
す
べ
て
永
源
寺
の
所
蔵
で
す
。 

一
、
本
資
料
は
平
成
17
年
８
月
27
日
か
ら
10
月
２
日
を
会
期
と
し
て
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
が

開
催
す
る
特
別
陳
列
「
六
角
氏
と
永
源
寺
」
に
か
か
る
資
料
解
説
を
編
集
し
た
も
の
で
す
。 

一
、
本
資
料
の
無
断
転
載
は
お
断
り
い
た
し
ま
す
。 

 

特
別
陳
列 

六
角
氏
と
永
源
寺 

会
期 

 
  

平
成
17
年
８
月
27
日
～
10
月
２
日 

編
集
発
行 

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館 

滋
賀
県
栗
東
市
小
野
二
二
三
‐
八 

電
話 

〇
七
七
‐
五
五
四
‐
二
七
三
三 

http://www2.city.ritto.shiga.jp/hakubutsukan/ 


